
第１章　データヘルス計画（第３期）

背景と目的

計画の位置づけ

庁内組織

地域の関係機関

Ⅰ　基本的事項

計画期間

実施体制・
関係者連携

　本計画の策定及び運用においては、地域の関係機関として、荒川区医師会・荒
川区歯科医師会・荒川区薬剤師会その他地域の関係団体との連携により進める。

　令和６年度～令和１１年度（特定健康診査等実施計画も同様）

　荒川区国民健康保険では、被保険者の健康増進を目的に「荒川区国民健康保険
データヘルス計画（第３期）」を策定し、実施する。健康・医療情報を活用して
地域の健康課題を抽出し、庁内の関連部署や地域の関係機関などと共創して健康
課題の解決に努める。
　本計画は、「荒川区基本計画」を上位計画とし、整合を図る。また、荒川区で
は、健康状態が良いと感じる人を増やし、区民一人ひとりが生涯にわたって心身
共に健康で生き生きと暮らせるまち＝「生涯健康都市あらかわ」の実現を目指す
ため、「荒川区健康増進計画（令和６～１１年度）」を令和６年３月に策定し、
施策を実施していくことになり、その健康増進計画の体系では、「生活習慣の改
善による健康状態の向上」、「総合的ながん対策の推進」「社会環境の質の向
上」が基本目標として掲げられていることから、本計画は、健康増進計画の指標
の実現を目指すものである。
　また、特定健康診査等実施計画も同様とする。

　令和3年の高齢化率は28％を超え、超高齢社会となったわが国の目標は、長
寿を目指すことから健康寿命を延ばすことになっている。平成25年に閣議決定
された「日本再興戦略」において、国民の健康寿命の延伸のための予防・健康管
理の推進に資する新たな仕組みづくりとして、保険者による「データヘルス計
画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組が求められることとなった。加え
て、政府の「経済財政運営と改革の基本方針2018」では、健康なまちづくりに
資する仕組みとして区市町村による「データヘルス計画」が位置づけられた。こ
うした背景を踏まえ、平成26年に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等
に関する指針」の一部改正等が行われ、保険者は健康・医療情報を活用して
PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的に保健事業を実施するための「デー
タヘルス計画」を策定し、保健事業の実施・評価・改善等をすることとなった。
　また、平成30年には都道府県が共同保険者となり、令和2年にはデータヘル
ス計画の標準化等の取組の推進、令和4年には保険者共通の評価指標の設定の推
進が掲げられた。
　荒川区国民健康保険においては、平成20年から特定健康診査等の具体的な実
施方法や目標などを定めた「荒川区特定健康診査等実施計画」を、平成28年か
らこれまでの保健事業の取組を検証し、今後のデータヘルスの展開の方向性と優
先的に実施すべき事業を定めた「荒川区国民健康保険データヘルス計画」を策定
し、事業を展開してきた。
　今般、令和５年度末をもって荒川区の特定健康診査等実施計画（第３期）及び
データヘルス計画（第２期）が期間満了となるため、これらの２つの計画を見直
すこととした。見直しに当たっては、健康・医療情報を活用した被保険者の健康
課題の分析、保健事業の評価等に加えて標準化や共通評価指標に対応するため
データヘルス計画標準化ツールを活用する。
　あわせて、特定健康診査等実施計画が保健事業の中核をなす特定健診等の実施
方法を定めるものであるため、両計画を一体的なものとして策定する。

計画の趣旨

　本計画の策定及び運用においては、国保年金課が主体となって進める。
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（１）基本情報

　被保険者等に関する基本情報

全体 % 男性 % 女性 %

人口（人） 217,233 107,871 109,362

国保加入者数（人）　　合計 43,696 100% 22,008 100% 21,688 100%

0～39歳（人） 14,625 33% 7,701 35% 6,924 32%

40～64歳（人） 15,394 35% 8,026 36% 7,368 34%

65～74歳（人） 13,677 31% 6,281 29% 7,396 34%

平均年齢（歳） 49 0 48 0 50 0

（２）現状の整理

被保険者数の推移

年齢別被保険者構成割合

その他

　多様な保健事業を実施し、医療費の削減につながっているが、高齢化や慢性疾
患の増加、医療技術の進歩による高額化等により、１人当たり医療費は増加傾向
にある。データヘルス計画（第３期）では、引き続き多様な保健事業に取り組
み、あらゆる世代が参加できるようアプローチや内容を工夫する。
　特定健診受診率・特定保健指導実施率については、令和２年度以降目標値達成
が厳しい状況にあり、特に若い世代や男性の受診率の低さが顕著であった。特定
健診受診率・特定保健指導実施率の向上のため、効果的な勧奨方法等を検討し、
実施していく。

　近年、社会保険の適用範囲の拡大や高齢化の進行に伴う被保険者の後期高齢者
医療制度への移行などにより、荒川区国民健康保険の被保険者数は減少傾向にあ
る。令和４年度の被保険者数は４３，６９６人であり、平成３０年度の
５１，７０８人から年々減少している。

　３９歳以下の割合については西日暮里地区が４４．１％で最も高く、西尾久地
区が２８．７％で最も低くなっており、６５～７４歳の割合については西尾久地
区が３８．５％で最も高く、東日暮里及び西日暮里地区が２３．７％で最も低く
なっている。

　特定健診・特定保健指導・糖尿病重症化予防・受診行動適正化に関して荒川区
医師会と、受診行動適正化に関して荒川区薬剤師会と連携を図る。

　特定健診・特定保健指導・レセプトデータに関して国民データベース（以下
「KDB」という。）システムを活用するとともに、研修への参加や助言を通じ
て連携を図る。

　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を連携して実施する。

　計画の実効性を高めるために協力・連携する地域関係機関の情報

連携先・連携内容

　３９歳以下が３３.５％、４０～６４歳が３５.２％、６５～７４歳が３１.３％
であり、都平均よりも３９歳以下の割合が高く、６５～７４歳の割合が低い。

　荒川区社会福祉協議会等と連携して保健事業を実施する。

（2023年3月31日時点）

前期計画等に係る考察

保健医療関係団体

国保連・国保中央会

後期高齢者医療広域連合

その他

保険者の
特性

地域の関係機関

人口・被保険者
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前期計画（データヘルス計画（第二期））の実施内容と課題及び評価 

 

事業名 特定健康診査 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２０年度 

対象者 ４０歳以上７４歳未満の荒川区国民健康保険の被保険者   

概要 
メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査を実施する

ことで、健康リスクの早期発見及び症状の重症化を防止   

目的 メタボリックシンドローム等の兆候を早期に発見するとともに、重症化を予防する。 

実施状況 

特定健康診査 

【平成２８年度】 対象者数：３３,８９６人、受診者数：１５,１０４人 

【令和 ２年度】 対象者数：２９,０６４人、受診者数：１２,６８１人 

【令和 ４年度】 対象者数：２６,００４人、受診者数：１１,４２０人 

特定健診受診率 

【平成２８年度】 受診率：４４.６％  

【令和 ２年度】 受診率：４３.６％ 

【令和 ４年度】 受診率：４３.９％ 

課題 
特定健康診査の受診率の向上 

（特に４０代～５０代の男性等、受診率が低く推移している層への勧奨） 

評価 

東京都平均（４３．１％）よりは高い受診率で平成２８年度から４０％の前半で推

移している。新型コロナウイルス感染拡大当初の令和２年度に受診率が下がったもの

の、３，４年度は２年度より高い受診率であった。今後も受診勧奨の方法等を工夫し、

受診率の向上を目指していく。 
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事業名 特定健診受診勧奨 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２６年度 

対象者 
前年度に特定健診の未受診者であり、生活習慣病に係る医療機関受診歴がなく、健

康状態が不明な者※２年度までは過去２年連続未受診者が対象 

概要 
特定健診の未受診者に対して、受診勧奨通知を送付し、受診方法や受診の必要性、

生活習慣病等の危険性等をお知らせすることで、健診受診を促進 

目的 
 特定健診の未受診者に、受診勧奨の通知を行い、健康状態を把握するとともに、生

活習慣病等の早期発見を行う。 

実施状況 

前年度の特定健診の受診状況から、対象者を抽出し、圧着ハガキにて通知 

【平成２８年度】効果測定対象者数 ３,４９６人、通知効果あり ２５５人（７.３％） 

【令和 ２年度】効果測定対象者数 ３，５４０人、通知効果あり ４２４人（12.0 ％） 

【令和 ４年度】効果測定対象者数 ８，４９２人、通知効果あり ９７６人（11.5％） 

課題 
受診率の低い層への勧奨の工夫 

（特に４０代～５０代の男性等、受診率が低く推移している層への勧奨） 

評価 

 対象者のうち、概ね１割の者が、通知送付後に特定健診を受診しており、受診行動

を促す一助となっているものと考えられる。受診勧奨はがき送付による効果は令和２

年度には微増したが、そこから横ばいで推移している。今後もより効果的な受診勧奨

はがきの作成等を工夫していく。 
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事業名 ３５～３９歳健診 
所管課 保健予防課 

開始年度 平成２４年度 

対象者 ３５～３９歳の区民 

概要 
働き盛り世代に対して、生活習慣病の発症予防に資するため、生活習慣に関係の深

い項目の健診及び保健指導を実施 

目的 働き盛り世代に対する生活習慣病予防   

実施状況 

実施件数 

【平成２８年度】 １，２６２人  

【令和 ２年度】     ０人 

【令和 ４年度】     ０人 

課題 

・40 代以前のより早い段階から生活改善に取り組む方がより高い予防効果が見込ま

れるが、本事業では 40 代直前の年齢層を対象としていたため、要指導となる方の

割合が高かった。 

・コロナ禍以降、がん予防健康づくりセンターで行う他のがん検診や乳幼児健診を優

先して実施しているため、本事業を当該センターで実施することが難しくなってい

る。  

評価 

コロナ禍以降事業を休止しており、実績が０人となっている。上記の課題を解消す

るため、令和６年度より、節目の年となる３０歳と３５歳を対象とした 30,35 健診

に事業を組替えるとともに区内医療機関での実施とすることで、早くから生活習慣病

予防に取り組むためのきっかけづくりの事業とする。 
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事業名 特定保健指導 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２０年度 

対象者 
４０歳以上７４歳未満の荒川区国民健康保険の被保険者で、特定健診の受診結果で、

複数の検査項目において異常値が認められた者   

概要 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い者に対し、保健指導を実

施し、発症リスクを減少させる。また、健康リスクレベルに応じて、動機付け支援又

は積極的支援を行い、被保険者の生活習慣の改善を図る。  

目的 
 生活習慣病の発症リスクの高い者に対し、生活習慣の改善指導等を行うことで、個

人の行動変容につなげ、糖尿病等の発症リスクを減少させる。   

実施状況 

特定保健指導 

【平成２８年度】 対象者数：１,８７５人、受診者数：１９４人 

【令和 ２年度】 対象者数：１,６５０人、受診者数： ９７人 

【令和 ４年度】 対象者数：１,３３２人、受診者数：１２４人 

特定保健指導実施率 

【平成２８年度】 実施率：１０.３％ 

【令和 ２年度】 実施率： ５.９％ 

【令和 ４年度】 実施率： ９.３％ 

課題 
特定保健指導の実施率の向上 

（受診勧奨方法の改善、終了前途中離脱者の抑制） 

評価 
４年度実施率は、２年度に比べ増加したものの、ほぼ横ばいで推移しており、保健

指導の受診勧奨や実施方法も含めて改善が必要である。 
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事業名 医療機関受診勧奨 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２６年度 

対象者 
特定健康診査の受診結果が受診勧奨判定値を超えているが、医療機関への受診歴が

ない者 

概要 医療機関への受診勧奨通知を送付し、早期治療を促進 

目的 

特定健康診査の受診結果で異常値が認められるにもかかわらず、医療機関等の受診

履歴の無い者へ、受診勧奨することにより、生活習慣病の発症を予防又は重症化防止

につなげる。  

実施状況 

前年度の特定健診の受診結果及びレセプトデータから抽出し、封書にて通知 

【平成２８年度】 

効果測定対象者数 ３２７人、通知効果あり ４５人 （１３．８％） 

【令和 ２年度】 

効果測定対象者数 ５１１人、通知効果あり ７３人 （１４．３％） 

【令和 ４年度】 

効果測定対象者数 ２５４人、通知効果あり ６３人 （２４．８％） 

課題 受診勧奨の通知効果を上げるため、年齢・性別ごとの受診勧奨内容の変更等の改善 

評価 

 異常値放置者の医療機関受診勧奨は、今後の重症化予防事業において重要な取組で

ある。通知後の医療機関受診率は低いが、受診行動の一助となっていることから、今

後はより効果的な通知方法について検討する。 
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事業名 生活習慣病治療中断者への受診勧奨 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２８年度 

対象者 高血圧、糖尿病、脂質異常の治療中断と思われる者 

概要 受診勧奨通知を発送することで、治療の再開に導く。 

目的 生活習慣病治療中断者の医療機関への受診再開及び重症化の予防 

実施状況 

勧奨通知送付者数 

【平成２８年度】 １７２人  

【令和 ２年度】 １８５人  

【令和 ４年度】 １４４人 

医療機関受診者数 （ ）受診再開率 

【平成２８年度】  １３人 （７．６％） 

【令和 ２年度】 １３２人 （７１．４％） 

【令和 ４年度】  ７６人 （５２．８％） 

課題 医療機関受診者数の増加 

評価 
 医療機関受診勧奨と同じ内容の通知により、令和４年度は ５２．８％が受診を再

開している。通知内容等を検討し、より多くの対象者を重症化予防につなげていく。 
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事業名 糖尿病等重症化予防 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２５年度 

対象者 生活習慣の改善により糖尿病の重症化の予防が見込まれる者 

概要 
半年間にわたり、専門職による保健指導（食事療法・運動療法・服薬管理）を行

い、生活習慣を改善 

目的 
・腎症の悪化、重症化の予防による医療費適正化 

・生活習慣の改善による生活の質の向上 

実施状況 

プログラム完了者数 

【平成２８年度】 １４人 

【令和 ２年度】 ２１人 

【令和 ４年度】 ２２人 

検査数値の改善者数(変化なし含む) 

【平成２８年度】 ＢＭＩ １１人【７８．６％】 ＨｂＡ１ｃ １３人【９２．９％】 

【令和 ２年度】 ＢＭＩ １４人【６６．７％】 ＨｂＡ１ｃ  １２人【５７．１％】 

【令和 ４年度】 ＢＭＩ １２人【５４．５％】 ＨｂＡ１ｃ  １４人【６３．６％】 

課題 

・プログラム参加者の確保（各年度対象者に対し参加者数約４.６％ ※） 

・４０代から５０代の完了者数の確保（全完了者数に対し４０代から５０代の完了者

数 約１３.４％ ※） 

※令和３年度と令和４年度の平均値。 

評価 

 令和４年度で１０年目を迎えたところであるが、当プログラム完了者について人工

透析の有無をレセプトで確認した結果、人工透析移行者は０人となっている。 

40 代、５０代の働き盛り世代の参加が少ない事が課題となっているため、オンラ

インを活用した保健指導や、各世代の特徴に応じたプログラムづくりを行い、参加率

の向上を図っていく。 
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事業名 一般栄養相談 
所管課 健康推進課 

開始年度 昭和５０年度 

対象者 区民一般 

概要 
区民の適切な栄養の摂取、正しい食習慣を獲得し、生活習慣病、ロコモティブシン

ドローム等の予防に資するため、区栄養士による栄養相談、栄養指導を実施 

目的 生活習慣病、ロコモティブシンドローム等の予防 

実施状況 

来所、電話相談等 

【平成２８年度】 ５２４人  

【令和 元年度】 ４３４人  

【令和 ４年度】 ２５４人 

課題 他機関との連携、相談方法の充実 

評価 

・栄養相談は区民の健康づくりを推進する上で重要な役割があり、また生活習慣病を

食生活の面から予防する上でも必要な事業であるため、継続して実施する。 

・新型コロナウイルス感染症の影響で来所相談等が減少したため、今後、オンライン

や街なかでの栄養相談など相談方法の充実を図っていく。 
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事業名 糖尿病栄養相談 
所管課 健康推進課 

開始年度 平成２５年度 

対象者 区内医療機関から紹介を受けた区民 

概要 
糖尿病により治療を受けている区民が適切な栄養の摂取と正しい食習慣を獲得し、

糖尿病重症化予防に資するため、糖尿病に特化した栄養相談・栄養指導を実施 

目的 糖尿病重症化予防 

実施状況 

月２～３回（平日２回、土曜年４回）実施 

【平成２８年度】 ３５人 延べ４８回 協力医療機関数 ４５機関 

【令和 元年度】 ２２人 延べ３３回 協力医療機関数 ４４機関 

【令和 ４年度】  ６人 延べ１１回 協力医療機関数 ４４機関 

課題 働き盛り世代のより一層の利用促進と、医療機関との連携 

評価 

・糖尿病重症化予防には食習慣の改善が重要であるため、個々に応じた食支援をして

いく必要があるため栄養相談を実施する。 

・相談件数がこれまで以上に増えるよう周知啓発を強化していく。 
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事業名 糖尿病版チャレンジャー 
所管課 健康推進課 

開始年度 平成２５年度 

対象者 ２０～６４歳までの区民 

概要 

生活習慣を改善することを目的として実施している「あらかわＮＯ!メタボチャレン

ジャー」のうち、糖尿病予備群の方に対して通常プログラムとあわせて、血糖値改善

プログラムを実施 

目的 糖尿病予備群の方の糖尿病発症予防 

実施状況 

【平成２８年度】  

・あらかわＮＯ!メタボチャレンジャー参加者１２０人中、開会式でのＨｂＡ１ｃ高

値４２人への支援 

・修了式で再測定した２２人のうち、７人が改善 

【令和 元年度】  

・あらかわＮＯ!メタボチャレンジャー参加者７１人中、開会式でＨｂＡ１ｃ高値だ 

った３１人への支援 

・修了式で再測定し１４人のうち、１０人が改善 

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自己学習形式で実施 

※令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止 

【令和４年度】 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、血液検査となるＨｂＡ１ｃは実施せず。 

・取り組み状況を報告するレポートに健診結果（ＨｂＡ１ｃ、空腹時血糖）を記載

していただき、高値の参加者には個別に支援（栄養相談勧奨、情報提供など）を実

施 

課題 
・プログラム終了後のフォローアップ 

・医療機関との連携 

評価 

・令和元年度は、「持続血糖モニター体験」「女子栄養大学短期大学でバランスのと

れた食事の講話と学食試食」を追加し、支援を強化した。 

・令和６～１１年度荒川区健康増進計画に基づき、糖尿病を含めた生活習慣病予防に

焦点をあてて実施していく。 

・感染症対策を考慮し、血液検査は実施せず、健診を受診勧奨し、結果を活用した支

援を行っていく。 
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事業名 がん検診 
所管課 保健予防課 

開始年度 昭和４４年度 

対象者 対象年齢の区民 

概要 
がんの早期発見、早期治療を促進することで、区民の早世予防に資するため、がん

検診（胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん）を実施 

目的 
・がんの早期発見・早期治療を促すことにより区民の死亡率の減少 

・がん予防についての正しい知識の普及啓発   

実施状況 

受診者数 

【平成２８年度】  

・胃がん １３，８５４人 ・肺がん １３，７１６人 ・大腸がん １８，８７５人 

・子宮頸がん ８，４３０人 ・乳がん ６，１３５人 延べ計６１，０１０人 

【令和２年度】  

・胃がん  ８，９１８人 ・肺がん  ８，４７９人 ・大腸がん １２，５９９人 

・子宮頸がん ６，０８４人 ・乳がん ４，０２２ 人  延べ計４０，１０２人 

【令和４年度】  

・胃がん １１，８６３人 ・肺がん １３，３６１人 ・大腸がん １７，６０１人 

・子宮頸がん ７，２２１人 ・乳がん ５，６３３人  延べ計５５，６７９人 

発見者数 

【平成２８年度】  

・早期がん ６７人 ・進行がん ２７人 ・転移性がん ０人 

・がんの疑い ２５人 ・その他の疾患 １，５７４人 

【令和２年度】  

・早期がん ４５人 ・進行がん １２人 ・転移性がん ０人 

・がんの疑い ２３人 ・その他の疾患 ７９４人 

【令和４年度】  

・早期がん ５９人 ・進行がん １９人 ・転移性がん ０人 

・がんの疑い ３７人 ・その他の疾患 １，４３６人 

課題 
・がん検診受診率の向上 

・がん予防に向けた意識啓発   

評価 

延べ計６１，０００人前後で推移していた受診者数は、コロナ渦の影響を受け、一

旦減少したが、その後、回復してきている。しかし、コロナ禍前の水準までは戻って

いないため、より一層の受診率向上に向けた対応を行う。 
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事業名 がん予防出前授業 
所管課 保健予防課 

開始年度 平成２２年度 

対象者 区内小中学校の児童・生徒及び保護者   

概要 
小中学校で保健所職員が出向き、がん予防の正しい知識の周知や、がん体験者の講

話等を実施   

目的 
・児童・生徒及び保護者へのがん予防に関する正しい知識の普及啓発 

・がん検診の必要性の周知とがん予防教育   

実施状況 

実施校数 

【平成２８年度】 １１校 

【令和 ２年度】  ５校 

【令和 ４年度】 １０校 

児童・生徒及び保護者のがん予防教育参加者数 

【平成２８年度】 １１校 １，０７２人  

【令和 ２年度】  ５校   ２８３人 

【令和 ４年度】 １０校 １，２９８人 

課題 
・新学習指導要領を意識した授業内容へのアップデート 

・がん予防出前授業実施校数及び参加者数の拡大 

評価 
コロナ禍により実施校数などは、一旦減少したが、コロナ禍前の状態まで戻ってき

ている。民間との協業を行いながら、より一層の実施校拡大を目指していく。 
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事業名 胃がんリスク検査 
所管課 保健予防課 

開始年度 平成２７年度 

対象者 ３５～６０歳の５歳刻み年齢（３５,４０,４５,５０,５５,６０歳）の区民  

概要 

血液検査により胃の炎症を引き起こすピロリ菌感染の有無を調べる検査と胃粘膜の

萎縮度を調べる検査（ペプシノゲン検査）を組み合わせて実施し、胃がんの発症リス

クを判断 

目的 胃がんに対する意識の向上   

実施状況 

受診者数 

【平成２８年度】 ２，１２７人  

【令和 ２年度】 １，２９６人 

【令和 ４年度】 １，００２人 

陽性者数 

【平成２８年度】 ４４１人 

【令和 ２年度】 ３０１人 

【令和 ４年度】 １９９人 

課題 陽性者（Ｂ、Ｃ、Ｄ群）に対する治療及び胃がん検診受診勧奨 

評価 
胃がん発症リスクの把握により、健康管理の意識向上につながっていたが、事業実

施から一定経過し、本事業の役割を果たしたと考えているため、事業の見直しを行う。 
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事業名 禁煙チャレンジ応援プラン 
所管課 健康推進課 

開始年度 平成１８年度 

対象者 禁煙外来を受診する区民 

概要 

禁煙を希望する区民を支援することで、喫煙に起因する疾病等を予防し、区民の平

均寿命、健康寿命の延伸に資するため、禁煙外来受診費用の一部を助成 

（上限額１０,０００円／年） 

目的 喫煙に起因する疾病等の予防 

実施状況 

【平成２８年度】 登録者：１３７人 

         助成者数：６０人 

【令和 ２年度】 登録者：１４０人 

         助成者数：７１人 

【令和 ４年度】 登録者： ９２人 

         助成者数：１６人 

課題 働き盛り世代の利用促進 

評価 

・登録者数は横ばいで、助成率はおおむね 50％が続いていたが、令和３年度から発

生している主要な治療薬剤の出荷停止の影響によって登録者数及び助成者数が減少

しており、評価が困難となっている。 

・特定健診の問診票による喫煙率では、男性は低下しているが、女性は横ばいとなっ

ており、女性の喫煙率低下に向けた取組みが必要である。女性の喫煙率低下を目指

して、母子をターゲットとした媒体を作成し、母子事業（妊婦面接や乳幼児健診な

ど）での禁煙に関する情報提供を強化した。 

・近年、健康リスクを下げる目的で若年層を中心に選ぶ人が増えている「加熱式たば

こ」について、多くの有害成分が含まれ、長期的な健康影響が明らかでない点など

正しい情報の普及啓発を行い、喫煙率の低下を目指していく必要がある。 

【喫煙率】 

男性 平成２８年度 ２９．０％  令和元年度 ２７．０％ 

   令和 ４年度 ２５．６％ 

女性 平成２８年度 １１．９％  令和元年度 １１．４％ 

令和 ４年度 １１．８％ 
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事業名 受動喫煙防止の環境整備 
所管課 健康推進課 

開始年度 平成１９年度 

対象者 区民一般 

概要 

地域における受動喫煙防止の環境整備を行うことで、受動喫煙の害による疾病等を

予防し、区民の平均寿命、健康寿命の延伸に資するため、区の事業、区施設等におい

て、受動喫煙メッセージタグ、メッセージカード等を配布 

目的 受動喫煙の害による疾病等の予防 

実施状況 

飲食店等への巡回調査業務（委託） 

受動喫煙防止をアピールする以下のグッズを制作 

・受動喫煙防止及び禁煙支援啓発用チラシ入りクリアファイル 

・禁煙リーフレット 

・禁煙啓発用絆創膏 

【令和２年度】 

飲食店等への巡回調査業務（委託） 

禁煙リーフレット配布：１５０人／年 

禁煙啓発用絆創膏配布：５，０００枚／年 

【令和４年度】 

禁煙リーフレット配布：６００人／年 

禁煙啓発用絆創膏配布：６，０００枚／年 

課題 区内公共の場（路上、喫煙所近辺等）や敷地屋外での受動喫煙防止 

評価 

望まない受動喫煙を防止することを目的として令和２年４月 1 日に全面施行され

た「改正健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」について、積極的な普及啓発

と指導を実施しており、事業目標である受動喫煙を防止する法的環境は整っている。 
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事業名 ＣＯＰＤ受診勧奨通知 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２８年度 

対象者 ＣＯＰＤ発症リスクが高い者 

概要 ＣＯＰＤの認知度向上と医療機関受診を促すため通知を送付 

目的 
・ＣＯＰＤの認知度を向上 

・ハイリスク者へ医療機関受診勧奨及び早期発見 

実施状況 

勧奨通知送付者数 

【平成２８年度】 ２００人 

【令和 ２年度】 ２００人 

【令和 ４年度】 ２０２人 

行動変容者数 

【平成２８年度】   ２人 

【令和 ２年度】   ２人 

【令和 ４年度】   ０人 

課題 医療機関受診者数の増加 

評価 

令和４年度は、送付対象者２０２人のうち１８人が禁煙外来実施医療機関を受診し

たが、新たに傷病名「ニコチン依存症」のレセプトは確認できなかった。更なるＣＯ

ＰＤの認知度向上と早期の予防のため、通知内容の検討と対象者の抽出条件を工夫す

るとともに肺がん検診と連携していく。 
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事業名 禁煙推進に向けた普及啓発 
所管課 健康推進課 

開始年度 平成２８年度 

対象者 区民 

概要 禁煙を推進するため、ポスター等の啓発媒体を活用して普及啓発を実施 

目的 禁煙の動機づけ、禁煙を希望する区民への支援 

実施状況 

・たばこの健康被害や禁煙の効果などについて、区報・ホームページ・健康リーフレ

ット・妊婦面接・乳幼児健診などで情報提供 

・令和４年度以降は、地域のイベントで、禁煙を推進する媒体を配布 

・小中学校におけるがん予防出前授業や薬物乱用予防教室において、たばこの健康被

害や禁煙方法について健康教育 

・「禁煙チャレンジ応援プラン」事業について、区報・ホームページ・ちらし等で普

及啓発 

・ＣＯＰＤに関する普及啓発 

・禁煙講演会の開催（令和元年度単発開催） 

  禁煙講演会参加者数：５１人 

課題 禁煙を動機づける更なる普及啓発 

評価 

・特定健診の問診票による喫煙率では、男性は低下しているが、女性は横ばいとなっ

ており、女性の喫煙率低下に向けた取組みが必要である。女性の喫煙率低下を目指

して、母子をターゲットとした媒体を作成し、母子事業（妊婦面接や乳幼児健診な

ど）での禁煙に関する情報提供を強化した。 

・近年、健康リスクを下げる目的で若年層を中心に選ぶ人が増えている「加熱式たば

こ」について、多くの有害成分が含まれ、長期的な健康影響が明らかでない点など

正しい情報の普及啓発を行い、喫煙率の低下を目指していく必要がある。 

【喫煙率】 

男性 平成２８年度 ２９．０％  令和元年度 ２７．０％  

令和 ４年度 ２５．６％ 

女性 平成２８年度 １１．９％  令和元年度 １１．４％  

令和 ４年度 １１．８％ 

・喫煙者だった医者による禁煙講演会は、近年話題になっている「加熱式タバコ」や

「受動喫煙防止条例」についても分かりやすい解説があり、参加者のアンケートは 

好評であった。 

・禁煙講演会は、毎年開催ではなく、地域の健康課題全体を鑑み、健康づくり講座に

おいて適宜開催を検討する。 
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事業名 脳ドック受診費用助成事業 
所管課 国保年金課 

開始年度 平成２３年度 

対象者 
４０歳以上の荒川区国民健康保険の被保険者であり、前々年度から現年度まで国民

健康保険料を完納している世帯の者   

概要 

被保険者の健康増進のため、保険適用外の脳ドック受診に係る経費を補助。助成額

は、受診費用の１／２額（上限２万円）とし、２か年を連続して助成を受けることは

できない。 

また、脳ドック受診費用助成を受けた者で、特定健康診査を早期に受診し、血圧が

正常値であったものに対し、インセンティブとして荒川区内共通お買物券を贈呈する

キャンペーンも実施 

目的 

 脳卒中等の脳疾患は、自覚症状が無く、突然発症する場合が多く、一度発症すると

重度の後遺症や死亡に至る深刻な結果を引き起こす。そこで、保健事業の一環として

脳ドック受診に係る経費の補助を行い、早期発見・発症予防等を図る。  

実施状況 

脳ドック助成利用者数（年間人数） 

【平成２８年度】 ８４人（後期高齢者１３人を含む。） 

【令和 ２年度】１０２人（後期高齢者１８人を含む。） 

【令和 ４年度】３４２人（後期高齢者９４人を含む。） 

キャンペーン該当者数（年間人数） 

【平成２８年度】 － 

【令和 ２年度】 － 

【令和 ４年度】 ６６７人（①～③延べ人数） 

 ※①脳ドック受診費用助成の決定を受け、アンケートに回答した者 

  ②特定健康診査を７月～９月に受診した者 

  ③②の者であって、受診結果で血圧に係る数値が正常値であったもの 

  ①・②・③それぞれにお買物券を贈呈 

課題 脳ドック助成利用者数及びキャンペーン該当者数の増加   

評価 

 脳ドック及び特定健康診査をともに受診している者の医療費が未受診者と比べても

っとも安価な傾向であった。このことを踏まえて、キャンペーンの認知度を高める効

果的な周知を図ることで、キャンペーン該当者数とともに脳ドック助成利用者数を増

加させていく。 
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Ⅱ健康・医療情報等の分析と課題

健康・医療情報等のデータ分析から見えた内容
対応する
健康課題

No.

●平均寿命は、男性79.5歳、女性86.8歳。男女ともに都（男性81.8歳、
女性87.3歳）を下回る。
●平均自立期間は、男性79.8歳、女性84.9歳。男性は都（80.2歳）を下
回り、女性は都（84.6歳）を上回る。

A

医療費のボ
リューム

（経年比較・性
年齢階級別　

等）

●被保険者は減少傾向にあるが、医療費は増加傾向にある。令和4年度の1
人当たり医療費（医科）は26,631円で、都平均（25,634円）よりも高
額である。特に女性の50歳代における１件当たりの点数が都と比較して高
くなっている。女性55～59歳では、1件当たり4,296点である。（都
3,520点）
●1人当たり医療費（歯科）は増加傾向にあるが、都と比較して受診率が
低いためか医療費は都より少額である。
●外来の受診率は、10万人当たり683.391人と都（669.274人）より
低い状況である。

_

疾病分類別の
医療費

●疾病分類別医療費の割合は、がん（32.8％）、筋・骨格（16.4％）、
精神（13.2％）、慢性腎臓病（透析あり）（12.0％）の順に多い。都と
比較すると、がん及び慢性腎臓病（透析あり）の割合が高い。
●1件当たり入院医療費は、心疾患（795,887円）、腎不全（793,365
円）、新生物（769,373円）の順に高い。入院外医療費は、腎不全
（140,286円）、新生物（72,753円）、心疾患（55,550円）で高い。
●中分類による疾病別統計において腎不全が、患者1人当たりの医療費で
最も高額となる。人工透析患者の併発疾患では、糖尿病が74.2％を占めて
いる。

B

後発医薬品の使
用割合

●後発医薬品使用割合は、増加傾向にあり、令和４年９月診療分で76.0％
である。都平均76.8％よりわずかに低く、厚生労働省が示した目標である
８０％を下回っている。
●若年層（5歳～14歳）では、65％前後に留まっている。

G

重複・頻回受
診、重複服薬者

割合

●受診医療機関数が３医療機関以上になる者が、令和５年８月診療で被保
険者全体の7.２％（３,２０４人）であり、１か月に１０日以上受診があっ
た者は、0.65％（２８９人）であった。
●同一月内で15剤以上が全体の1.1％（４９０人）であり、２医療機関以
上から重複処方がある者は0.69％（３０６人）であった。

H

特定健康診査・
特定保健指導の

実施状況

●令和4年度特定健診の受診率は、43.9％であり、都（43.1％）より高
いものの国の目標値60％には及んでいない。
●性別、年齢別の特定健診の受診率は、50歳未満で男女ともに受診率が低
くなっている。特に男性の40～49歳が18.9％と低い。
●特定保健指導の実施率は9.3％で都（13.7％）より低い。

D

特定健診結果の
状況

（有所見率・健
康状態）

●生活習慣病リスク保有者の割合を年齢調整し、都と比較すると、男女と
もに血糖で該当する者が、最も多くなっている。（男性48.9％、女性
32.5％）
●高血糖者（HbA1c6.5％以上）の割合は、年齢が上がるごとに高くなっ
ている。また、HbA1c8.0％以上の割合は、被保険者全体で1.29％と
なっており、60代（1.56％）が最も多くなっている。
●令和４年度内臓脂肪症候群該当者・予備群の減少率（基準：平成２０年
度）は、２７％であり、国の目標値２５％を上回った。

C

質問票調査の
状況

（生活習慣）

●「喫煙習慣あり」と回答した者が男性24.0％、女性10.8％であり、東
京都と比較して高い割合となっている。
●生活習慣改善意欲が低く、「改善意欲なし」が男性32.7％、女性
29.6％であり都に比べ多い。

D

●健診未受診かつ医療機関での治療のない人（健康状態不明者）が14.5％
であり、特に男性40～44歳で多い（33.9％）。
●高血糖者（HbA1c6.5％以上）の者のうち、糖尿病のレセプトがない者
の割合は10.1％である。

E

●第１号被保険者の要介護認定率は、19.2％と都（20.7％）よりも低
く、第２号被保険者では0.4％となっており都と同水準である。新規認定
率（0.3％）も都と同水準である。
●要介護認者の有病率の内訳は、心臓病が最も高い状況にある。

F

●荒川区では令和４年度から一体的実施に取組んでいるが、東京都後期高
齢者医療広域連合によると、医療専門職の人材確保・各区市町村との取組
事例の情報共有や支援方法が課題となっている。

_

参照データ

平均寿命・平均自立期間・
標準化死亡比　等

レセプト・健診結果等を
組み合わせた分析

特定健康診査・
特定保健指導の

分析

分類

医療費の分析

【図表1】KDB帳票
「S21_001地域の全体像の
把握－平均寿命/平均自立期
間」

【図表２】荒川区保有システ
ム集計
【図表３】【図表５】【図表
６】KDB帳票「S21_003健
診・医療・介護データからみ
る地域の健康課題－医科/歯
科」
【図表４】「S25_003医療
費分析の経年比較」

【図表７】【図表８】KDB帳
票「疾病別医療費分析」
【図表９】【図表10】令和４
年度荒川区「国民健康保険医
療費分析及び保健事業業務報
告書」

厚生労働省作成「後発医薬品
の使用割合」
【図表11】令和４年度荒川区
「保健事業業務報告書」

【図表12】【図表13】KDB
帳票「S27_013重複・多剤
の状況」（R５年８月診療
分）

【図表14】【図表15】東京
都作成「令和４年度　特定健
診・特定保健指導実施結果数
値」

【図表16】【図表17】KDB
帳票「S21_024厚生労働省
様式（様式5-2）健診有所見
者状況（男女別・年齢調
整）」
【図表18】荒川区作成「メタ
ボリックシンドローム該当
者・予備群の減少率」

【図表19】KDB帳票
「S21_007質問票調査の状
況（男女別・年齢調整）」

【図表20】KDB帳票「医療
機関受診と健診受診の関係
表」

【図表21】KDB帳票
「S21_001地域の全体像の
把握－介護」
【図表22】KDB帳票（高齢
者）「要介護（支援）者認定
状況」

第４期東京都後期高齢者後期
高齢者医療広域連合「高齢者
保健事業実施計画　データヘ
ルス計画」参照

その他

介護費関係の分析
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図表１ 出典

データ分析の
結果

図表２ 出典

データ分析の
結果

総医療費の推移 荒川区保有システムより集計

被保険者の減少により、総医療費は減少傾向にあったが、新型コロナウイルス感染症に伴う医療費増の影響等により、近年は
横ばいとなっている。

※平均自立期間は、介護受給者台帳における「要介護２以上」を「不健康」と定義し、平均余命からこの不健康期間を除いたものを指す。
※平均余命は、ある年齢の人々があと何年生きることができるかという期待値のこと。

KDB帳票「S21_001地域の全
体像の把握」

　　　　　　参照データ

平均自立期間は、令和４年では男性は79.8歳で都（80.2歳）を下回るが、女性は84.9歳で都（84.6歳）を上回る。
男女ともに令和3年までは、都を下回っていたが、令和4年に女性で都を上回った。

平均自立期間の推移

令和元年 令和２年 令和3年 令和4年
男 78.6歳 79.0歳 78.6歳 79.8歳
女 83.9歳 84.1歳 83.8歳 84.9歳
男 79.8歳 79.8歳 80.1歳 80.2歳
女 84.1歳 84.2歳 84.4歳 84.6歳
男 79.6歳 79.6歳 79.9歳 80.1歳
女 84.0歳 84.0歳 84.2歳 84.4歳

荒川区

東京都

国

1733 1696 1611 1707 1680

H30 R1 R2 R3 R4

総医療費の推移

（
単
位
：
千
万
円
）
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図表３ 出典

データ分析の
結果

図表４ 出典

データ分析の
結果

1人当たり医療費の推移
KDB帳票「S21_003健診・医
療・介護データからみる地域の
健康課題」

1人当たり医療費（医科）は、年々増加傾向にある。
また、令和4年度の1人当たり医療費（医科）は、26,631円で、都（25,634円）よりも高額である。

年代別1件当たりの点数（令和4年度）
KDB帳票「S25_003医療費分
析の経年比較」

特に女性の50歳代における１件当たりの点数が都と比較して高くなっている。
女性55～59歳では、1件当たり4,296点である。（都3,520点）
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図表５ 出典

データ分析の
結果

図表６ 出典

データ分析の
結果

1人当たり医療費（歯科）は、年々増加傾向にある。
都よりも少額で推移しており、令和4年度の1人当たり医療費（歯科）は、2,211円で、都（2,116円）よりも少額となっ
た。

1人当たり医療費（歯科）の推移
KDB帳票「S21_003健診・医
療・介護データからみる地域の
健康課題」」

令和４年度医療の受診率
KDB帳票「S25_003医療費分
析の経年比較」

人口10万人当たりの受診率は、医科と歯科ともに男性のほうが女性よりも低くなっている。
都と比較すると、医科は都よりも受診率が高いが、歯科は低くなっている。

総計 男 女 総計 男 女
荒川区 683.391 594.623 772.565 150.228 130.257 170.290
東京都 669.274 584.108 749.711 163.727 143.390 182.935
国 728.308 665.567 786.472 164.799 145.153 183.012

医科 ⻭科
（単位：人）
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図表７ 出典

データ分析の
結果

図表８ 出典

データ分析の
結果

医療費の割合（令和４年度）（最大医療資源傷病名による）
KDB帳票「健診・医療・介護
データからみる地域の健康課
題」

令和4年度疾病統計
KDB帳票「健診・医療・介護
データからみる地域の健康課
題」

1件当たり入院医療費は、心疾患（795,887円）、腎不全（793,365円）、新生物（769,373円）の順に高い。
入院外医療費は、腎不全（140,286円）、新生物（72,753円）、心疾患（55,550円）の順で高い。

疾病分類別医療費の割合は、がん（32.8％）、筋・骨格（16.4％）、精神（13.2％）、慢性腎臓病（透析あり）
（12.0％）の順に多い。
都と比較すると、がん及び慢性腎臓病（透析あり）の割合が高い。

疾病
入院

（円/件）
在院日数
（日/件）

入院外
（円/件）

糖尿病 752,180 16 43,531
高血圧症 751,159 17 36,143
脂質異常症 715,277 16 31,777
脳血管疾患 756,021 20 40,548
心疾患 795,887 15 55,550
腎不全 793,365 16 140,286
精神 589,763 23 32,013
新生物 769,373 13 72,753

⻭⾁炎・⻭周病 657,910 14 13,272
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図表９ 出典

データ分析の
結果

図表10 出典

データ分析の
結果

※対象診療年月は令和3年3月～令和4年2月診療分（12か月分）

※対象診療年月は令和3年3月～令和4年2月診療分（12か月分）

令和４年度荒川区「国民健康保
険医療費分析及び保健事業業務
報告書」

中分類による疾病別統計（患者1人当たり医療費医療費上位１０位疾病）
令和４年度荒川区「国民健康保
険医療費分析及び保健事業業務
報告書」

人工透析患者が併発している疾患を、レセプトに記載されている傷病名から判定した。
人工透析患者264人のうち、高血圧症を併発する患者が253人（95.8％）と最も多く、次いで糖尿病が196人
（74.2％）、高尿酸血症が154人（58.3％）となっている。

令和４年度　人工透析患者の併存疾患状況

中分類単位で集計した上位10疾病では、患者1人当たりの医療費の1位が腎不全となっており、人工透析によるものと
考えられる。

医療費 患者1人当たり
の

患者数

（円） 医療費（円） （人）

1 1402 腎不全 929,019,228 2,677,289 347

2 209 白血病 112,311,724 2,202,191 51

3 208 悪性リンパ腫 167,103,136 1,705,134 98

4 1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 39,109,800 1,002,815 39

5 203 直腸Ｓ状結腸移⾏部及び直腸の悪性新⽣物＜腫瘍＞ 121,718,504 981,601 124

6 604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 51,765,879 924,391 56

7 905 脳内出血 168,922,021 866,267 195

8 205 気管，気管支及び肺の悪性新⽣物＜腫瘍＞ 286,471,323 855,138 335

9 904 くも膜下出血 72,384,313 851,580 85

10 210 その他の悪性新⽣物＜腫瘍＞ 900,956,748 822,041 1,096

順位 中分類疾病項目
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図表11 年代別ジェネリック医薬品使用率 出典

データ分析の
結果

※分析対象：令和4年薬剤数量

図表12 出典

データ分析の
結果

令和４年度荒川区
「保健事業業務報告書」

５歳～１４歳の使用率が低い要因としては、乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度により自己負担がないため切り替えによ
る医療費節減のメリットが感じられないことや、子どもへの使用を不安視する傾向があげられる。

頻回受診の状況
KDB帳票「S27_013重複・多
剤の状況」（R５年８月診療分）

※診療年月：令和5年度8月　被保険者数：44,414人

受診医療機関数が３医療機関以上になる者が、令和５年８月診療で被保険者全体の7.２％（３,２０４人）である。

1日以上 5日以上 10日以上 15日以上 20日以上

1医療機関以上 21,897人 992人 289人 57人 14人
2医療機関以上 9,189人 712人 211人 45人 8人
3医療機関以上 3,204人 381人 116人 23人 3人
4医療機関以上 1,024人 164人 54人 11人 1人
5医療機関以上 279人 63人 25人 7人 0人
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図表13 出典

データ分析の
結果

重複・多剤服薬者の状況
KDB帳票「S27_013重複・多
剤の状況」（R５年８月診療分）

同一月内で15剤以上が全体の1.1％（４９０人）であり、２医療機関以上から重複処方がある者は0.69％（３０６人）
であった。

※診療年月：令和5年度8月　被保険者数：44,414人

1剤以上 2剤以上 3剤以上 4剤以上 5剤以上
2医療機関以上 306人 63人 20人 12人 7人
3医療機関以上 7人 1人 1人 1人 1人
4医療機関以上 1人 0人 0人 0人 0人
5医療機関以上 0人 0人 0人 0人 0人

複数の医療機関から発生した薬剤数他医療機関と重複処方の
発生した医療機関数

薬剤数
該当者数
（人）

割合
（％）

5剤以上 7,769 17.49
6剤以上 6,042 13.60
7剤以上 4,620 10.40
8剤以上 3,524 7.93
9剤以上 2,701 6.08
10剤以上 2,045 4.60
15剤以上 490 1.10
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図表14 出典

データ分析の
結果

特定健診及び特定保健指導の状況
東京都作成「令和４年度　特定
健診・特定保健指導実施結果数
値」

特定健診の受診率は、43.9％であり、都（43.1％）より高くなっており、特定保健指導の実施率は9.3％で都（13.7％）よ
り低くなっている。
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図表15 出典

データ分析の
結果

特定健診（性・年齢別）の状況
東京都作成「令和４年度　特定
健診・特定保健指導実施結果数
値」

性別、年齢別の特定健診受診率は、50歳未満で男女ともに受診率が低くなっている。
特に男性の40～49歳が18.9％でもっとも低くなっている。
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図表16 出典

データ分析の
結果

図表17 出典

データ分析の
結果

※分析対象：令和4年度特定健康診査受診者のうち、HbA1cの検査結果がある者

HbA1c8.0％以上の割合は、健診受診者全体で1.29％となっており、60代（1.56％）が最も多くなっている。

高血糖者（HbA1c6.5％以上）の者の割合
KDB帳票「健診ツリー図：集計
対象者一覧」

高血糖者（HbA1c6.5％以上）の割合は、年齢が上がるごとに高くなっている。

※分析対象：令和4年度特定健康診査受診者のうち、HbA1cの検査結果がある者

HbA1c8.0％以上の者の割合
KDB帳票「健診ツリー図：集計
対象者一覧」

健診受診者
（人）

HbA1c8.0％以上の者
（人）

割合
（％）

40〜49歳 944 8 0.85
50〜59歳 1,776 26 1.46
60〜69歳 3,854 60 1.56
70〜74歳 4,497 49 1.09
合計 11,071 143 1.29

健診受診者
（人）

HbA1c6.5％以上の者
（人）

割合
（％）

40〜49歳 944 28 2.97
50〜59歳 1,776 131 7.38
60〜69歳 3,854 416 10.79
70〜74歳 4,497 547 12.16
合計 11,071 1,122 10.13
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図表18 出典

データ分析の
結果

メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況
荒川区作成「メタボリックシン
ドローム該当者・予備群の減少
率」

令和４年度内臓脂肪症候群該当者・予備群の減少率（基準：平成２０年度）は、２７％であり、国の目標値２５％を上回って
いる。
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図表19 出典

データ分析の
結果

※令和4年度特定健康診査の質問調査結果を年齢調整し、回答割合を示している。
※標準化比：東京都の有所見率を100としたときの荒川区の有所見率を相対値で表したもの。
　上表で標準化比に＊付記されたものは、東京都に比べて有意な差があることを意味する。（p＜0.05）

喫煙者が標準化比でみると、男女ともに高くなっているが、特に女性で136.2と高い。
また、生活習慣の「改善意欲なし」の回答割合が高く、男女ともに標準化比も高くなっている。

質問票調査の状況（男女別・年齢調整）
KDB帳票「質問票調査の状況
（男女別・年齢調整）」

荒川区割合 標準化比 荒川区割合 標準化比
喫煙 24.0％ ＊110.5 10.8％ ＊136.2
20歳時体重から10㎏以上増加 44.4％ 97.6 29.8％ ＊113.3
1回30分以上の運動習慣なし 55.7％ 100.6 59.5％ 101.2
1日1時間以上運動なし 47.2％ 99.5 45.8％ ＊104.1
歩行速度遅い 46.5％ 100.2 47.2％ ＊104.3
1年間で体重増減3㎏以上 0.0％ 0.0 0.0％ 0.0
食べる速度が速い 31.1％ 104.8 23.7％ ＊105.8
食べる速度が普通 61.2％ 98.3 68.6％ 99.1
食べる速度が遅い 7.7％ 94.7 7.6％ 91.8
週3回以上就寝前夕食 23.1％ 103.4 14.6％ ＊126.2
週3回以上夕食後間食 0.0％ 0.0 0.0％ 0.0
週3回以上朝食を抜く 17.8％ ＊107.1 13.9％ ＊125.0
毎日飲酒 40.3％ 100.8 17.3％ ＊111.0
時々飲酒 24.7％ 100.1 24.6％ 98.8
飲まない 35.0％ 99.0 58.1％ 97.6
1日飲酒量(1合未満) 54.1％ ＊112.4 81.1％ ＊103.0
1日飲酒量(1〜2合) 27.9％ ＊89.8 14.3％ ＊87.7
1日飲酒量(2〜3合) 13.4％ ＊85.5 3.6％ 91.2
1日飲酒量(3合以上) 4.6％ 91.5 1.1％ 100.6
睡眠不足 21.7％ 98.1 27.9％ ＊105.1
改善意欲なし 32.7％ ＊114.7 29.6％ ＊123.2
改善意欲あり 30.1％ ＊115.6 32.3％ ＊115.7
改善意欲ありかつ始めている 11.6％ ＊84.5 11.8％ ＊73.7
取り組み済み6ヶ月未満 8.5％ 95.6 10.0％ 96.7
取り組み済み6ヶ月以上 17.2％ ＊75.1 16.4％ ＊75.5
保健指導利用しない 67.5％ ＊106.8 66.3％ ＊110.4
咀嚼̲何でも 78.3％ 99.8 80.4％ 99.0
咀嚼̲かみにくい 20.3％ 99.0 18.8％ 102.4
咀嚼̲ほとんどかめない 1.4％ ＊131.6 0.8％ ＊191.5
3食以外間食̲毎日 11.5％ ＊83.4 21.0％ ＊83.7
3食以外間食̲時々 54.7％ 99.9 59.6％ 102.5
3食以外間食̲ほとんど摂取しない 33.9％ ＊107.3 19.5％ ＊115.8

男性 女性
質問項目
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図表20 出典

データ分析の
結果

医療機関受診と健診受診
KDB帳票「医療機関受診と健診
受診の関係表」

健診未受診かつ医療機関での治療のない人（健康状態不明者）は、男女合わせて3,770人であり、健診対象者の14.5％を占
めている。
また、健康状態不明者は男性のほうが割合が高くなっている。

※令和4年度特定健康診査及び医療情報

医療機関受診あり 医療機関受診なし 合計

受診者数（人） 4,588 279 4,867

健診対象者に占める割合（％） 35.6 2.2 37.8

未受診者数（人） 5,595 2,419 8,014

健診対象者に占める割合（％） 43.4 18.8 62.2

男性
総計

健
診
受
診
あ
り

健
診
受
診
な
し

医療機関受診あり 医療機関受診なし 合計

受診者数（人） 6,360 208 6,568

健診対象者に占める割合（％） 48.2 1.6 49.8

未受診者数（人） 5,270 1,351 6,621

健診対象者に占める割合（％） 40.0 10.2 50.2

健
診
受
診
な
し

女性
総計

健
診
受
診
あ
り
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図表21 出典

データ分析の
結果

図表22 出典

データ分析の
結果

KDB帳票「要介護（支援）者認
定状況」

要介護認者の有病率の内訳は、心臓病が最も高い状況にある。

要介護認定者の有病状況（令和４年度）

被保険者要介護認定率の推移
KDB帳票「S21_001地域の全
体像の把握－介護」

第１号被保険者の要介護認定率は、都よりも低く推移しており、令和4年度では19.2％であった。
グラフへは記載していないが、第2号認定率は、0.4％であり都と同水準で、令和元年度から令和4年度まで変動していない。
新規認定においても、0.3％で都と同水準で変動していない。
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Ⅲ 計画全体（分析結果に基づく健康課題の抽出とデータヘルス計画（保健事業全体）の目的、目標、目標を達成するための戦略）

計画
策定時
実績

2022
（R4)

2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

A ⅰ 平均自立期間の延伸 平均自立期間（要介護２以上）
KDB帳票「S21_001地
域の全体像の把握」ー平均
自立期間

男性79.8
歳、女性
84.9歳

延伸 延伸

B ✓
１　２
３　４
８

ⅱ 生活習慣病の有病率の改善
内臓脂肪症候群該当者・予備群
の減少率

荒川区作成「メタボリック
シンドローム該当者・予備
群の減少率」

27.00% 25％以下 25％以下

C ✓
１　２
４

ⅲ
健康的な生活習慣の促進、生活習慣病の
予防（１）

特定保健指導の実施率
KDB帳票「S29_001健
康スコアリング（健診）」

9.30% 30.00% 60.00%

D ✓
１　２
３　９
10

ⅳ
健康的な生活習慣の促進、生活習慣病の
予防（2）

特定健康診査の受診率
KDB帳票「S29_001健
康スコアリング（健診）」

43.90% 51.00% 60.00%

E ✓
１　２
３

ⅴ 生活習慣病予防の重症化予防 HbA1c8.0％以上の割合
KDB帳票「S26_026集
計対象者一覧（S26_001
健診ツリー図より遷移）」

1.29% 減少 減少

F ✓ 3 ⅵ 後発医薬品医薬品の使用促進 後発医薬品の使用割合
厚生労働省作成「後発医薬
品の使用割合」

76.00% 80.00% 80.00%

G 5 ⅶ 適正受診の推進 重複受診者割合
KDB帳票「S27_013重
複・多剤の状況」

7.20% 減少 減少

H ６　７ ⅷ

I ⅸ

J ⅹ

事業番
号

事業分類
重点・
優先度

1 特定健康診査 特定健康診査 重点

2 特定保健指導 特定保健指導 重点

3 重症化予防（受診勧奨） 医療機関受診勧奨 重点

4 重症化予防（保健指導） 糖尿病等重症化予防 重点

5 後発医薬品利用促進 後発医薬品利用促進

6 重複・頻回受診、重複服薬者対策 受診行動適正化（重複・頻回受診）

7 重複・頻回受診、重複服薬者対策 受診行動適正化（重複服薬）

8 その他 がん検診（荒川区健康増進計画において位置付け）

9 その他 禁煙チャレンジ応援プラン（荒川区健康増進計画において位置付け）

10 その他 成人歯科健康診査（荒川区健康増進計画において位置付け）

＜重複受診、重複処方などの不適切と考えられる受診や処方＞
重複受診は、医療費の増加につながるだけではなく、異なる医療機関から重複治療及び処方を受ける可能性もあり、適
切な治療が阻害され、被保険者の疾病治癒そのものに悪影響を及ぼすリスクがある。

事業名

優先する
健康課題

対応する
保健事業

番号

＜後発医薬品＞
区の後発医薬品使用量は、都平均及び厚生労働省が示した目標を下回っている。若年層（5歳～14歳）での使用率上
昇が、今後の課題として挙げられる。

＜生活習慣病の重症化による要介護認定及び要介護度の悪化＞
要介護認定者の有病率の内訳では、第1、２号被保険者ともに心臓病が最も多く、生活習慣病との関連が示唆される。
また、国全体では、介護が必要となった主な原因の第２位は脳血管疾患である。（令和4年度版高齢社会白書より）
これらのことから、早期から生活習慣病予防に取り組み、生活習慣病の重症化による要介護認定及び要介護度の悪化予
防が必要とされる。

＜生活習慣の改善が必要な人の増加＞
特定健診受診率は、４０代前半男性が最も低く、５０歳未満では男女ともに受診率が低いことから、区の課題となって
いる。質問票の回答では、喫煙習慣がある人が最も多く、生活習慣病への影響が危惧される。また、生活習慣改善意欲
が低いことも課題として挙げられる。

＜平均寿命と平均自立期間の差異＞
「健康寿命延伸プラン」の健康寿命（平均自立期間）の目標である「男女ともに75歳以上」は達成している。今後
は、平均自立期間と平均寿命の差を縮小していくことが課題である。

＜糖尿病重症化による慢性腎臓病患者増加、人工透析に係る医療費の増加＞
特定健診結果では高血糖者（HbA1c6.5％以上）の割合は、年齢が上がるごとに増加しており、さらに人工透析患者
の多くが糖尿病を併発している。これらのことから、糖尿病重症化による慢性腎臓病患者の増加、人工透析導入に係る
医療費の上昇が懸念される。

＜生活習慣病の有病率・医療費の増加＞
医療費の上位を生活習慣病が占めており、患者数も多く、医療費全体に大きな影響をもたらしている。特に、がんは、
医療費の３割以上を占めており、国民の死因第１位であり、患者数も多いながら、医療の高度化に伴い、治療費の高騰
が医療費増加への要因として考えられる。また、腎不全は、入院と入院外において上位にあり、重症化に伴う透析導入
が医療費増加への一因となっている。

＜健診・医療機関の未受診に伴う疾病の重症化リスク＞
特定健診未受診かつ医療機関で治療のない人（健康状態不明者）が一定数おり、特に４０代前半の男性の割合が高い。
未受診に伴う疾病の重症化が懸念される。

健康課題

計画全体の目的 生活習慣病の発症及び重症化予防を図り、平均自立期間の延伸と医療費の適正化を目指す。

指標の定義計画全体の目標 計画全体の評価指標

目標値

1
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2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1 法定報告値 27% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2 法定報告値 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75%

3 法定報告値 44% 45% 48% 51% 54% 57% 60%

ストラク
チャー

（体制）

保健予防課に執行委任。国保年金課にて、国保の新規加入者への周知・受診券発券等を実施

健診を医師会に委託

委託により、前年度未受診者へ受診勧奨ハガキを送付する。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師

会・栄養士会など）

民間事業者

他事業 胃がんリスク検査との同時実施

その他の組織

国民健康保険団体連合会 健診データの集約、KDBシステムへの反映

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

７月から１１月までの期間で、荒川区が指定する期間

他の健診結果の収集 特定健診の対象となる被保険者で、事業主健診や人間ドック等、他の健診を受診した者の健診結果の収集方法等について検討する。

健診の早期受診を図るため、脳ドック助成事業とのコラボキャンペーンを実施する。

周知

勧奨

結果提供 健診実施医療機関より受診者本人に健診結果票とともに直接伝える。

時期・期間

事業の目的

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した特定健康診査は、全国の区市町村国民健康保険において受診率の目標を
６０％以上とされていることから、荒川区では６０％としている。荒川区における令和４年度の受診率は、４３．９％となっている。
受診率を向上させることで、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、より多くの人の疾病の予防と健康維持・
向上を図ること目的とする。

目標値
計画策定時

実績
評価対象・方法評価指標

プロセス
（方法）

【中長期】内臓脂肪症候群該当者・予備群の減少率
（基準：平成２０年度）

生活習慣改善意欲がある人の割合

特定健康診査の受診率

事業の概要 特定健康診査を実施する。

対象者 40-74歳の被保険者

No.

対象者に受診券と健診実施医療機関一覧を送付し、個別に特定健康診査の実施を周知するとともに、区報、区SNS及び区ホームページ
に掲載する。

特定健診受診率向上のため、前年度健診未受診者で生活習慣病レセプトが無い人を対象に、受診勧奨通知を送付する。

実施および
実施後の支

援

実施形態 個別健診を実施する。

実施場所 荒川区内の医療機関で実施する。

事業 1 特定健康診査

137



2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1 法定報告値 27% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2 法定報告値 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

3 法定報告値 9% 15% 20% 30% 40% 50% 60%

事業 2

実施場所

初回面接

実施および
実施後の支

援

勧奨

周知

プロセス
（方法）

対象者

No.

時期・期間

健診データの集約、KDBシステムへの反映

特定保健指導の実施期間は、初回面談から３か月間又は６か月間とする。

特定保健指導

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した特定保健指導は、全国の区市町村国民健康保険において実施率の目標を
６０％以上とされていることから、荒川区では６０％としている。荒川区における令和４年度の実施率は、９．３％となっている。受
診率を向上させることで、自分の健康に関するセルフケア（自己管理）をできるようにし、より多くの人の疾病の予防と心身状況及び
生活習慣の改善を図ること目的とする。

保健予防課に執行委任

特定保健指導の対象者に対して、案内を送付して周知するとともに、区報及び区ホームページに掲載して周知を図る。

案内発送後、一定の期間が経過した時点で利用の申込みがない場合は、電話等を活用し積極的に利用勧奨を実施する。なお、利用勧奨
は、民間事業者が行う。

【中長期】内臓脂肪症候群該当者・予備群の減少率（基準：平成
２０年度）

特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率（基準：令和４年
度）

特定保健指導の実施率

目標値
評価指標 評価対象・方法

計画策定時
実績

事業の概要

事業の目的

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

実施内容

健診結果の受領から利用勧奨までの期間短縮、平日夜間や土日等の休日を実施日として拡充

委託により実施する。事業者の選定に当たっては、保健指導の内容の他、個人情報の保護、事業の有効性・実効性を確保し、さらに区
の健康づくり事業に最も適した事業者を選定する。

庁内担当部署

他事業

その他の組織

民間事業者

国民健康保険団体連合会

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師

会・栄養士会など）
医師会への健診説明資料に、保健指導の階層化等の説明を記載

ストラク
チャー

（体制）

特定保健指導基準該当者

特定健康診査の受診から２か月程度後に案内を送付し、申込に基づいて実施する。

特定保健指導を実施する。

荒川区がん予防・健康づくりセンター及び区内ふれあい館で実施する。利用者の利便性やライフスタイルやに配慮し、
平日夜間や土日等の休日、オンライン面談の選択が可能。

厚生労働省の示す「標準的な健診・保健指導プログラム」及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」の内容に
準拠し、生活習慣病の予防・改善に係る行動変容を目的とした保健指導を実施する。
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2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1
KDB帳票「医療機
関受診と健診受診の
関係表」より抽出

14.5% 減少 減少

2
KDB帳票「医療機
関受診と健診受診の
関係表」より抽出

10.1% 減少 減少

3
医療機関受診者/
通知対象者

24.8% 17％以上 17％以上 17％以上 17％以上 17％以上 17％以上

4 通知件数/対象者 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

対象者

選定方法 レセプト及び前年度特定健診結果により選定する。

評価指標

健診結果による判定
基準

前年度及び前々年度の特定健診受診者で以下の健診結果数値のいずれかに2年度とも異常値がある
収縮期血圧140ｍｍHg以上・拡張期血圧90ｍｍHg以上・中性脂肪300㎎/dl以上・HDLコレステロール34㎎/dl以下・LDLコレステ
ロール140㎎/dl以上・空腹時血糖値126㎎/dl以上・HbA1c6.5％以上・GOT61U/I以上・GPT61U/I以上・γ-GT101U/I以上・血
色素量12.0g/ｇ以下（男性）11.0g/g以下（女性）・尿蛋白陽性（＋）以上
上記に該当する者のうち、レセプト情報より医療機関の受診が確認できない者

目標値
No. 評価対象・方法

計画策定時
実績

事業の概要
特定健診結果に異常値があるが、高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれかで医療機関の受診が確認できない者又は高血圧、脂質異常
症、糖尿病のいずれかで医療機関を受診していたが直近3か月に受診をしていない者を対象に、医療機関受診勧奨通知を送付している。

除外基準

重点対象者の基準

レセプトによる判定
基準

前年度に高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれかで受診しているが、直近３か月の受診がない者

その他の判定基準

国指定難病を有する者、がんの受診歴があるもの、不安神経症、うつ病、心身症、不眠症、ニコチン中毒症以外の精神疾患を
有する者

選定基準

事業 3

事業の目的
荒川区の高血圧、脂質異常症、糖尿病の医療費全体に占める割合は大きく、男女ともに東京都と比較し医療費が高くなっている。生活
習慣病の有病率低下を目指し、特定健康診査等の結果をもとに、結果通知、受診勧奨により医療機関受診が必要な者を、早期に受診お
よび治療につなげることを目的とする。

医療機関受診勧奨

実績報告書を区ホームページへ掲載し、事業内容・分析結果の周知を行う。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）
通知物の内容、送付時期の適切さを検討する。

民間事業者

他事業

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師

会・栄養士会など）

レセプトから医療機関の受診状況を確認する。

国保年金課にて企画・運営を行う。

勧奨

実施後の支援・評価

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

ストラク
チャー

（体制）

その他の組織

【中長期】健診未受診かつ医療機関での治療のない人の割合（健康
状態不明者)

【中長期】HbA1c6.5％以上の者のうち、糖尿病のレセプトがな
い者の割合

医療機関受診率

通知率

委託により通知送付を行う。効果的な事業実施に向け定期的な打合せを行い、実施内容（実施方法、時期、対象者、通知物等）の確認
調整を行う。

かかりつけ医・専門医

国民健康保険団体連合会

特定健診開始にあわせて対象者への通知を発送。通知には、医療機関の受診勧奨と合わせて前年度健診結果が分かるようにし、異常値
項目に合わせたメッセージを記載するなど工夫を行う。

プロセス
（方法）

周知
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2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1

KDB帳票
「S26_026集計対
象者一覧
（S26_001健診ツ
リー図より遷移）」
より抽出

1.29% 減少 減少

2
人工透析人数/指導
修了者

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3
HbA1cが減少した
人数/参加者

63.6% 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上

4
計画達成した人数/
参加者

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5
参加してよかったと
答えた人数/参加者

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6
選定した対象者のう
ち保健指導を実施し
た人数

22人２0人以上 30人以上 40人以上 40人以上 40人以上 40人以上

7
参加勧奨実施数/
対象者

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

事業 4

荒川区では高血糖者（HbA1c6.5％以上）の割合は、年齢が上がるごとに増加傾向にある。腎不全を誘発する糖尿病は、重症化
し、透析導入に至った場合、長期かつ頻繁な通院等、患者のＱＯＬ（生活の質）への深刻な影響をもたらす。本事業は、かかりつ
け医と連携し、早期の生活習慣改善に取り組み、糖尿病重症化予防を目的とする。

事業の目的

糖尿病等重症化予防

健診結果による判定
基準

レセプトによる判定
基準

選定方法
健診受診者のうち①糖尿病重症化予防対象者（医療機関の受診歴がある者）②健診異常値放置値・治療中断対象者を対象として、
区で選定する。

その他の判定基準

利用申込

実施内容

時期・期間

糖尿病・糖尿病性腎症の重症化予防、生活習慣病の改善によるQOL（生活の質）の向上を目的に、対象者を選定し、案内文書を
送付するとともに、電話にて参加勧奨を実施し、参加希望者を対象に管理栄養士等の専門職による保健指導（食事療法・運動療
法・服薬管理等）を実施する。

評価対象・方法

透析中の者、がんの受診歴がある者、認知機能障害のある者、不安神経症、うつ病、神経症、心身症、不眠症、ニコチン中毒症以
外の精神疾患を有する者、国指定難病を有する者

40人を上限として選定する。

①②当該年度の健診受診データがある者
②当該年度の健診結果で以下のいずれかの条件に該当する者
空腹時血糖100㎎/dl以上、HbA1c5.6％以上、e-GFR60mL/分/1.73m2以上、尿蛋白が（±）以上

①「糖尿病」又は「糖尿病性腎症」で医療機関の受診歴がある者又は「糖尿病薬剤」を処方された者
②当該期間に生活習慣病によるレセプトが発生していない者

医師が必要と認めた者

事業の概要

No.

重点対象者の基準

除外基準

選定基準

対象者

・対象者への通知物送付を行う。
・実績報告書を区ホームページへ掲載し、事業内容・分析結果の周知を行う。

計画策定時
実績

【中長期】健診結果でHbA1c8.0％以上に該当する人の割合

約６か月（7～１２月）

委託事業者の看護師・管理栄養士が月1回の個別面談にて保健指導を実施する。面談指導3回、電話指導2回（希望によってオンラ
イン面談やメールや手紙指導も実施）

希望者は申込記入後返信（①糖尿病重症化予防対象者（医療機関の受診歴がある者）は、かかりつけ医より指示書をもらい同封し
返信。）

対象者には委託事業者にて通知・電話で利用勧奨を行う。

ストラク
チャー

（体制）

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

プロセス
（方法）

周知

場所

実施後のフォロー・
継続支援

実施後の評価

実施および
実施後の支

援

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

勧奨

国民健康保険団体連合会

・対象者抽出・通知媒体の内容の適切さと、その検討を行う。（抽出基準、人数、通知内容など）
・アンケート結果は委託業者から報告を得るようにし、必要な対策を検討する。
・プログラム修了者で、参加年度の特定健診受診した対象者にはインセンティブとして荒川区内共通お買い物券を贈呈する。

国保年金課にて、企画・運営を行う。
健康推進課にて、糖尿病・糖尿病重症化予防の普及啓発活動の周知・共有を行う。

医師会には実施前の説明会にて周知を図る。

委託により通知送付、電話勧奨及び保健指導の実施、指導報告書の作成を行う。効果的な事業実施に向け定期的な打合せを行い、
実施内容（実施方法、指導内容、時期、対象者、通知物等）の確認調整を行う。

かかりつけ医からの指示書に基づき指導のうえ、指導実施後の報告書を送付する。

その他の組織

庁内担当部署

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師

会・栄養士会など）

民間事業者

他事業

かかりつけ医・専門医

【中長期】指導修了者の透析移行状況

参加者でHbA1cが減少した人の割合

参加者の計画達成率

プログラム満足度

保健指導者数

勧奨率

評価指標
目標値

毎年1回、委託業者より電話にて継続支援を実施する。

区の公共施設（場合によって訪問も可）

最終指導時に聴取した検査結果を基に、介入前後での検査値の変化を確認し、6か月後にアンケートで生活習慣改善状況を確認す
る。
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2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1
厚生労働省の公表
データ（％）

76.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

2
レセプト分析による
削減額（百万円）

1,334 1,494 1,574 1,654 1,735 1,815 1,895

3 通知件数 6,059 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4 通知件数/対象者 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

その他の組織

他事業

民間事業者
委託により通知作成、送付、後発医薬品の利用状況のデータ分析を行う。効果的な事業実施に向け定期的な打合せを行い、実施内容
（実施方法、時期、対象者、通知物等）の確認調整を行う。

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 国保年金課にて、企画・運営を行う。

国民健康保険団体連合会 後発医薬品希望シールの購入斡旋を受けている。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師

会・栄養士会など）
薬剤師会から通知の記載内容について助言をいただく。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）
・対象者の抽出条件、差額通知内容、通知頻度の検討と見直し

プロセス
（方法）

周知
・実績報告書を区ホームページへ掲載し、事業内容・分析結果の周知を行う。
・後発医薬品希望シール等啓発品の配布

実施および実施後の支援 後発医薬品の利用状況のデータ分析

勧奨 後発医薬品に切り替えることにより医療費の削減が可能な対象者を抽出し、後発医薬品切り替え勧奨通知を送付する。

【中長期】後発医薬品の使用割合

切り替えによる削減額（累計）

通知件数（年間）

通知率

評価指標
目標値

事業の目的

国は後発医薬品使用割合の目標を80％（数量シェア）と掲げている。荒川区でも、薬剤費の伸びを抑制するため、後発医薬品の使用促
進を進めており、使用率は徐々に上がり令和４年度には76.0％となっている。しかし、5歳～14歳の使用率は65％前後に留まってい
る要因としては、乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度により自己負担がなく医療費節減のメリットが感じられないことや、子ども
への使用を不安視する傾向があげられる。後発医薬品の安全性を周知し、さらなる使用率の向上を目的とする。

事業の概要 後発医薬品切り替え勧奨通知を、対象者へ通知し、切り替えを促すとともに、啓発品等による周知を行う。

対象者 後発医薬品に切り替えることで薬剤費の軽減が見込まれる者

No. 評価対象・方法
計画策定時

実績

事業 5 後発医薬品利用促進
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目標値

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1 各年度の対象者数 112人 減少 減少

2 各年度の対象者数 46人 減少 減少

3
通知後医療費/通知
前医療費

11.9% 10％以上 10％以上 10％以上 10％以上 10％以上 10％以上

4 通知件数/対象者 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5
指導完了者数/指導
実施対象者数

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6
重複受診者数/被保
険者数

7.2% 減少 減少

その他の組織

他事業

民間事業者
委託により通知送付、電話勧奨及び保健指導の実施、指導報告書の作成を行う。効果的な事業実施に向け定期的な打合せを行い、実施
内容（実施方法、指導内容、時期、対象者、通知物等）の確認調整を行う。

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 国保年金課にて、企画・運営を行う。

国民健康保険団体連合会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師

会・栄養士会など）

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

・対象者抽出の適切さとその検討（抽出基準、人数など）
・通知媒体の内容の適切さとその検討

プロセス
（方法）

周知
・委託業者にて対象者に通知物を送付
・実績報告書を区ホームページへ掲載し、事業内容・分析結果の周知を行う。

実施および実施後の支援
参加者の希望に合わせて保健指導回数、実施場所、実施方法を変更可能（最大３回、訪問指導２回、電話・手紙・メールによる指導１
回）。通知・指導後の医療費をレセプト抽出により比較し、費用・効果の分析を行う。

勧奨 委託業者による電話勧奨

No. 評価対象・方法
計画策定時

実績

重複受診者割合

【中長期】重複受診者数

【中長期】頻回受診者数

通知後の対象者の医療費減少率

通知率

評価指標

保健指導実施完了率

事業の目的

重複・頻回受診は、医療費の増加につながるだけではなく、異なる医療機関から重複治療及び処方を受ける可能性もあり、適切な治療
が阻害され、被保険者の疾病治癒そのものに悪影響を及ぼすリスクがある。 荒川区では精神疾患患者（パニック障害やうつ病、神経症
など）を含めた通知、指導を実施しており、被保険者全体に対して、不適切な受診行動による健康リスクの回避に向けた受診行動適正
化事業を実施している。

事業の概要
レセプトデータをもとに多受診（重複受診・頻回受診）の傾向がみられる医療機関受診者を抽出し、通知を行い、希望する対象者へ保
健師等の専門職による保健指導を行う。

対象者
①重複受診：2０歳以上７４歳未満、2か月連続以上、同一月内に同一主病名で、２つ以上の医療機関を受診している者
②頻回受診：2０歳以上７４歳未満、2か月連続以上、同一月内に同一主病名で、１５日以上通院している者
保健指導対象上限は２４人

事業 6 受診行動適正化（重複・頻回受診）
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目標値

2024年度
(R6)

2025年度
(R7)

2026年度
(R8)

2027年度
(R9)

2028年度
(R10)

2029年度
(R11)

1 各年度の対象者数 113人 減少 減少

2

KDB帳票
「S27_013重複・
多剤の状況」より抽
出

1.1% 減少 減少

3
通知後医療費/通知
前医療費

10.4% 1０％以上 1０％以上 1０％以上 1０％以上 1０％以上 1０％以上

4 通知数/対象者 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5
指導完了者数/指導
実施対象者数

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

その他の組織

他事業

民間事業者
委託により通知送付、電話勧奨及び保健指導の実施、指導報告書の作成を行う。効果的な事業実施に向け定期的な打合せを行い、実施
内容（実施方法、指導内容、時期、対象者、通知物等）の確認調整を行う。

ストラク
チャー

（体制）

庁内担当部署 国保年金課にて企画・運営を行う。

国民健康保険団体連合会

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

保健医療関係団体
（医師会・歯科医師会・薬剤師

会・栄養士会など）

今後の診療や保健指導につなげるため、レセプトデータをもとに抽出した対象者リストを医師会及び薬剤師会を通じて各医療機関・薬
局へ提供し、状況共有している。

勧奨 委託業者による電話勧奨

プロセス
（方法）

周知
・委託業者にて対象者に通知物を送付
・実績報告書を区ホームページへ掲載し、事業内容・分析結果の周知を行う。

実施および実施後の支援
参加者の希望に合わせて保健指導回数、実施場所、実施方法を変更し対応（最大３回、内面談２回、電話・手紙・メールによる
指導１回）。通知・指導後の医療費をレセプト抽出により比較し、費用・効果の分析を行う。

その他
（事業実施上の工夫・留意点・目

標等）

・対象者抽出の適切さとその検討（抽出基準、人数など）
・通知媒体の内容の適切さとその検討

No. 評価対象・方法
計画策定時

実績

保健指導実施完了率

評価指標

【中長期】重複服薬者数

【中長期】同一月内で15剤以上処方がある人の割合

対象者通知後の医療費減少率

通知率

事業 7 受診行動適正化（重複服薬）

事業の目的
複数の医療機関から同一医薬品の処方をうけ服用する重複服薬は、医療費の増加につながるだけではなく、適切な治療が阻害され、併
用禁忌薬を服用した場合に大きな健康被害を及ぼすリスクがある。不適切な受診行動による健康リスクを回避するため、荒川区薬剤師
会の協力を得て、向精神薬服用者も含めて受診行動適正化事業を実施している。

事業の概要
診療レセプトデータをもとに、多剤服薬の傾向がみられる医療機関受診者を抽出し、通知を行い、希望する対象者へ看護師による保健
指導を行う。

対象者
2０歳以上７４歳未満、１か月間に同系医薬品を複数の医療機関から処方され、処方日数の合計が６０日を超える者、
精神疾患のある者も含む。保健指導対象上限は２４人

143



V　その他

　個別の保健事業の評価は、年度ごとに行うとともに、保健事業ごとの評価指標に基づき、事業の
効果や目標の達成状況を確認する。事業の評価は、KDBデータ等の健康・医療情報を活用して定
量的に行い、費用対効果の観点を考慮して行う。
　計画で設定した評価指標に基づき、年度ごと、中間時点等計画期間の途中で進捗確認・中間評価
を行うとともに、計画の最終年度においては、次期計画策定を見据えて最終評価を行う。評価に当
たっては、区の関係機関等と連携を図る。

　本計画については、区ホームページ等を通じて周知のほか、必要に応じて都、国民健康保険団体
連合会、保健医療関係団体などに周知を図る。
　個別の保健事業については、被保険者向けの分かりやすいリーフレットやチラシ等を作成、配布
するなど、対象者への効果的な周知を図る。

　個人情報の保護に関する各種法令・ガイドラインに基づき、庁内等での利用、外部委託事業者へ
の業務委託等の各場面で、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう措置を講じる。

   ＫＤＢシステムなどを活用し、ハイリスク群・予備群等のターゲット層を性・年齢階層・日常生
活圏域等に着目して対象者を抽出。医療・福祉・介護において支援が必要な者に対して、関係部署
と連携を図り、早期に必要な支援に繋げていく。
　また、医療専門職が地域住民の参加するサロン等に出向き、健康講座や、希望者への健康相談を
行うとともに、区で実施する保健事業・介護予防事業の紹介等を実施し、健康増進を図る。

データヘルス計画の
評価・見直し

データヘルス計画の
公表・周知

個人情報の取扱い

地域包括ケアに係る取
組

その他留意事項
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